
 

令和６年７月 10 日 

山形県農林水産部 

 
 

令和６年４月からの高温等被害対策資金の概要 
 

１ 目 的 

令和６年４月からの高温等の影響で、さくらんぼの減収等の被害を受けた農業者等に

対し、再生産及び経営の維持安定のために必要な資金の融資を行い、農業者等の生産活

動の維持を図る。 

 

２ 資金概要 

資 金 名 令和６年４月からの高温等被害対策資金（山形県農林漁業天災対策資金） 

対 象 災 害 令和６年４月からの高温少雨 

貸付対象者 

○ 被害農業者 

農業を主な業務とする者（年間総所得の５割以上を農業所得が占める者）

で、市町村長の被害認定を受けた者 

（被害認定の基準：農作物等の減収量が 30％以上、かつ、減収によ

る損失額が平年農業等総収入の 10％以上） 

資 金 使 途 種苗、肥料、薬剤、資材購入費等の運転資金 

貸付限度額 

○ 果樹栽培者（果樹収入が５割以上） 

500万円（法人 2,500万円）又は損失額の 55％のいずれか低い額 

○ 一般農業者（果樹収入が５割未満） 

200万円（法人 2,000万円）又は損失額の 45％のいずれか低い額 

償 還 期 限  被害程度に応じ３年～６年以内（据置期間なし）  

貸 付 利 率  ０．９０％以内（融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり） 

貸 付 期 間  令和６年７月 10日（発動日） ～ 令和７年３月 31日 

融 資 枠  １.９億円 

 

３ 利子補給の事業内容 

 ○ 実施主体：市町村 

○ 仕組み  
・ 基準金利（2.65％）のうち、県・市町村が 

利子補給し引下げ ⇒ 0.90％ 

・ 県・市町村による引下げ後、融資機関が独自 
に引下げを行う場合 ⇒ 無利子（最大引下げの場合） 

 

基準金利 ２．６５％ 

利子補給率 １．７５％ 

 県     (66.5%) １.１６３７５％ 

 市町村 (33.5%) ０.５８６２５％ 

貸付利率 ０.９０％ 

  



 

山形県農林漁業天災対策資金に係る事務フロー図 

 
 

（１）借入申込～貸付実行 

 

 

 

 
借入希望者（借入者） 

農業経営・所得向上推進課（各総合支庁農業振興課経由） 

（残高管理） 

被
害
認
定
書
交
付
申
請
・
交
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①借入申込 
・借入申込書（任意） 
・被害認定書 
・情報提供に関する同意書 
 （様式第１号） 
・暴力団関係者でないことの誓約書 
 （様式第２号） 

③貸付実行 

④貸付実行報告 
・個人明細表 
（要領様式第 11号の１） 

 
【提出期限】 
貸付実行月の翌月 10日 

市 町 村 

（残高管理・事業内容確認） 

 

融資機関（農協・銀行等） 

（②融資審査・債権保全措置・事業内容確認） 

⑤貸付実行報告 
・貸付実行報告書 
（要領様式第 11号） 

 ・個人明細表 
  （要領様式第 11号の１） 
【提出期限】 
貸付実行月の翌月 15日 
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（２）利子補給（補助）申請～交付 

 

 

※ 規則：山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金交付規則 

※ 要領：山形県天災資金等事務取扱要領 

 

 

 

 

 
融資機関（農協・銀行等） 

 
農業経営・所得向上推進課（各総合支庁農業振興課経由） 

 
市 町 村 

②利子補給金 
照合 

⑤利子補給補助金 
交付申請 
・利子補給補助金交付申請書 
（規則別記様式第１号） 
・利子補給実績計算書 
（規則別記様式第２号） 
・利子補給契約書の写し 

【提出期限】 
 上期 7月 31日 
 下期 1月 20日 

①関係書類送付 
・個人別残高異動表 
・利子補給実績計算書 

【送付時期】 
 上期 7月 13日頃 
 下期 1月 13日頃 

①関係書類送付 
・個人別残高異動表 
・利子補給金算出表 

【送付時期】 
 上期 7月 13日頃 
 下期 1月 13日頃 

⑥利子補給補助金
交付決定・交付 

③利子補給金 
交付申請 

④利子補給金 
交付決定・交付 


